
新潟市地域防災計画〔本編〕　新旧対照表

部 章 節
ペー
ジ

行 改正案 現行計画 理由

0 目次支援物資供給計画 物資供給計画 字句修正

0 目次第18節　支援物資供給計画 第18節　物資供給計画 字句修正

0 目次第3節　土砂災害応急対策計画 第3節　土砂災害危険箇所応急対策計画 字句修正

0 目次第1節　罹災証明書交付計画 第1節　罹災証明書計画 字句修正

1 3 8 26

キ　東京管区気象台（新潟地方気象台）
（ア） 気象、地象、地動及び水象の観測並びにその
成果の収集及び発表に関すること
（イ） 気象、地象（地震にあっては、発生した断層
運動による地震動に限る）及び水象の予報及び警報
等の防災気象情報の発表、伝達及び解説に関するこ
と

キ　新潟地方気象台
（ア） 気象、地象、水象の観測及びその成果の収
集、発表を行う。
（イ） 気象、地象（地震にあっては、発生した断層
運動による地震動に限る）、水象の予報・警報等の
防災情報の発表、伝達及び解説を行う。

指定地方公共機関は東京管区気
象台であることから、東京管区
気象台の記述と整合を図る

1 3 9 11

ウ　日本赤十字社新潟県支部
（ア）医療救護
（イ）救援物資の備蓄及び配分
（ウ）血液製剤の供給
（エ）災害義援金の受付及び配分
（オ）その他応急対応に必要な業務

ウ　日本赤十字社新潟県支部
（ア）災害時における医療救護
（イ）救援物資の配分
（ウ）災害義援金の募集、受付及び配分
（エ）労働奉仕班の編成及び派遣のあっせん並びに
連絡調整

「日本赤十字社救護規則」との
整合を図る

1 3 9 28 ク　東北電力ネットワーク株式会社 ク　東北電力株式会社 時点修正

1/32

資料２－１



新潟市地域防災計画〔本編〕　新旧対照表

部 章 節
ペー
ジ

行 改正案 現行計画 理由

1 5 16
第5節「既往の主な災害」に雪害を追加
（別紙１のとおり）

（追加） 近年の豪雪を踏まえて追加

1 6 17

（表）
表　想定地震の断層モデルの諸元

（表）
表　活断層の長期評価（地震調査研究推進本部）
　　算定基準日：平成27年(2015年）1月1日

（追加）
出典元となる新潟市防災基礎調
査報告の表の名称及び算定基準
日を付記

1 6 18
（図）
図　想定地震の震源断層位置

（追加）
出典元となる新潟市防災基礎調
査報告の表の名称及び算定基準
日を付記

1 6 22 28

(2)洪水被害予測
国土交通省及び新潟県による洪水の浸水想定区域図
より、浸水想定区域内と建物棟数と区毎の建物数に
対する人口の比を乗じて、被災する可能性のある人
口を推計した。
結果は、信濃川下流で約320,000人、阿賀野川で約
283,000人、大河津分水路で約132,000人、小阿賀野
川・能代川で約113,000人である。
（他の河川を含めた河川ごとの洪水浸水想定区域の
居住者人口を資料編　表1-1-6-2 に示す。）

(2)洪水被害予測
国土交通省及び新潟県による洪水の浸水想定区域図
より、浸水する家屋戸数を求め、被災する可能性の
ある人口を算出した。
結果は、信濃川下流の被災人口が約320,000人、阿
賀野川で約283,000人、大河津分水路で約132,000
人、小阿賀野川・能代川で約113,000人である。
（他の河川を含めた河川ごとの浸水深別被災人口を
資料編　表1-1-6-2 に示す。）

予測手法を明確にするため、文
言を修正
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新潟市地域防災計画〔本編〕　新旧対照表

部 章 節
ペー
ジ

行 改正案 現行計画 理由

1 6
第6節「被害想定」に津波被害予測を追加
（別紙２のとおり）

（追加）
新潟県が平成29年11月に公表し
た津波浸水想定区域図に基づく
推計を追加。

2 1 1 27 5
このため、住民が的確な判断に基づき行動できるよ
う、災害の正しい知識や防災対応等防災知識の普及
を図る。

このため、住民が的確な判断に基づき行動できるよ
う、地震等の正しい知識や防災対応等防災知識の普
及を図る。

地震に限定する必要がないため

2 1 1 27 21
ハザードマップ、地盤高図の公表等を通じて、居住
地域における地理的特性の周知徹底を図る。

地区防災計カルテ、地盤高図の公表等を通じて、居
住地域における地理的特性の周知徹底を図る。

地区防災カルテよりもハザード
マップの活用を促進することが
適当なため

2 1 1 27 42

市は、各種のサークル、PTA、青少年団体等を対象
とした各種研修会、集会を通じて防災に関する知識
の普及・啓発を図り、住民が社会の一員として地域
の防災に寄与する意識を高める。

市は、各種のサークル、PTA、青少年団体等を対象
とした各種研修会、集会を通じて地震防災に関する
知識の普及・啓発を図り、住民が社会の一員として
地域の防災に寄与する意識を高める。

地震に限定する必要がないた
め。

2 1 1 27 37
市民及び各種団体に対して、防災に関するビデオ

上映会や防災用品等展示会の開催及びビデオの貸し
出し等を行い、防災知識の向上及び普及を図る。

　防災に関するビデオ上映会や防災用品等展示会の
開催及びビデオの貸し出し等を行い、防災知識の向
上及び普及を図る。

類似内容であった(6)と(9)を統合
して整理

2 1 1 27 43

また、文化財を災害から守り，後世に確実に継承す
るため、文化財愛護団体等の諸活動を通じ，防災指
導及び文化財に対する防災知識の普及を図り，保護
の担い手づくりに努める等，地域住民の文化財保護
に対する意識を高める。

また，文化財を災害から守り，後世に継承するた
め、文化財の防護活動の普及を図る。

文化財の防護活動を具体的に記
述する。
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新潟市地域防災計画〔本編〕　新旧対照表

部 章 節
ペー
ジ

行 改正案 現行計画 理由

2 1 1 27 46 （削除）

(9)  各種団体に対する啓発
　市は、研修会、講習会等を通じて防災に関する資
料の提供やビデオの上映会を開催するなど各種団体
に対して防災知識の普及に努める。

類似内容であった(6)と(9)を統合
して整理

2 1 1 29 13

４　市職員に対する防災教育
　災害時における防災対策を推進し、地域における
防災活動を率先して実施するために職員としての必
要な知識や心構えなどの教育を、研修会等を通じて
行う。

４　職員に対する防災教育
　災害時における防災対策を推進し、地域における
防災活動を率先して実施するために市職員としての
必要な知識や心構えなどの教育を、研修会等を通じ
て行う。

字句修正

2 1 1 29 17

防災上必要な知識の向上を図るため、防災関係機関
等の協力を得て防災研修会を開催するとともに、市
地域防災計画及び関係法令等の習得のため研修会を
開催する。

地震等の防災上必要な知識の向上を図るため、防災
関係機関等の協力を得て防災研修会を開催するとと
もに、市地域防災計画及び関係法令等の習得のため
研修会を開催する。

地震に限定する必要がないた
め。

2 1 1 28 12
（第2部第1章第17節「ボランティア受け入れ体制整
備計画」参照)

（第2部第1章第16節「ボランティア受け入れ体制整
備計画」参照)

字句修正

2 1 1 29 16 防災関係機関における防災の啓発 防災関係機関 字句修正

2 1 1 29 大規模小売店舗
6-(3)　本文
　　大規模小売り店舗及び・・・

字句修正

2 1 2 31 18
災害時における避難所、津波避難ビル、避難路、緊
急時の連絡網を予め把握しておく。

災害時における避難所、避難路、緊急時の連絡網を
予め把握しておく。

津波も含めた節のため
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新潟市地域防災計画〔本編〕　新旧対照表

部 章 節
ペー
ジ

行 改正案 現行計画 理由

2 1 3 32 5 市は、地域の自主的な防災活動を促進するため、 地域の自主的な防災活動を促進するため、 実施主体を明確にする

2 1 3 32 8 ２　自主防災組織の主な活動等 ２　主な活動等 実施主体を明確にする

2 1 3 32 21
自主防災組織の編成等は、自治会・町内会、コミュ
ニティ協議会等の住民組織を単位とし、

自主防災組織の編成等は、自治会・町内会、コミュ
ニティ協議会等を単位とし、

自主防災組織育成指導要綱の記
載を反映

2 1 3 33 8

(3)訓練の規模等
自主防災組織の訓練は単独組織によるものを基本と
するが、状況に応じて、複数組織による合同訓練を
実施する。

(3)訓練の規模等
自主防災組織の訓練は、避難所となる小学校区単位
を基本とする。同じ避難所の利用が想定される自主
防災組織が複数ある地域では、合同の避難所運営訓
練を行う。
　ただし、組織の状況によっては、自治会・町内会
や複数の自治会・町内会の単位で実施する。

実際の実施状況を鑑み修正

2 1 4 36 8 ・地区計画　　　　　71地区　約 976ha ・地区計画　　　　　69地区　約 964ha 時点修正

2 1 5 38 8
耐震設計に基づき、地震に対する安全性の向上を目
的とした、当該木造住宅の耐震改修工事を行うも
の。

耐震設計に基づき、地震に対する安全性の向上を目
的とした、当該木造住宅の補強、又は改修工事を行
うもの。

字句修正

2 1 5 38 22
耐震設計に基づき、地震に対する安全性の向上を目
的とした、当該マンションの耐震改修工事を行うも
の。

耐震設計に基づき、地震に対する安全性の向上を目
的とした、当該マンションの補強、又は改修工事を
行うもの。

字句修正
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新潟市地域防災計画〔本編〕　新旧対照表

部 章 節
ペー
ジ

行 改正案 現行計画 理由

2 1 5 38 35
耐震設計に基づき、地震に対する安全性の向上を目
的とした、当該建物の耐震改修工事を行うもの。

耐震設計に基づき、地震に対する安全性の向上を目
的とした、当該建物の補強、又は改修工事を行うも
の。

字句修正

2 1 5 38 47 危険ブロック塀等の撤去補助の対象 （ア）危険ブロック塀等の撤去補助の対象 字句修正

2 1 5 39 3 （削除）

（イ）補助の限度
　撤去に要する費用と撤去するブロック塀の長さ１
ｍ当たり17,400円を乗じた金額のいずれか低い額の
2分の1で15万円を限度とする。

他の補助内容には、補助額等の
詳細な説明がないため、統一を
図る

2 1 5 39 23

大規模な地震時に、避難所等や不特定多数の人が利
用する施設等、市有建築物における大規模空間のつ
り天井(特定天井)や、照明器具等の落下による重大事
故の発生を防止するため、安全対策を推進する。

大規模な地震時に、天井落下による重大事故の発生
を防止するため、特定天井を有する市有建築物にお
いて落下防止策を推進する。

表現の修正

2 1 6 41 36
橋梁の新設、拡幅にあたっては、耐震性を十分に配
慮して整備を図るほか、もぐり橋の解消や老朽橋及
び

橋梁の新設、拡幅にあたっては、耐震性を十分に配
慮して整備を図るほか、老朽橋及び

防災に関する取り組み事業の追
加

2 1 6 42 12
(1)新潟空港
･･･「空港土木施設設計要領平成31年4月」等に従う

(1)新潟空港
･･･「空港土木の設置基準・同解説平成20年7月、平
成29年4月一部改訂」等に従う。

空港土木施設に関する基準体系
の見直し

2 1 9 48 36 東北電力ネットワーク（株） 東北電力（株） 時点修正
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新潟市地域防災計画〔本編〕　新旧対照表

部 章 節
ペー
ジ

行 改正案 現行計画 理由

2 1 9 49 17

（11）その他手段の活用
緊急情報をより早くより確実に市民へ伝達するため
に、情報伝達手段の多重化を推進する。
ア　ホームページ
イ　にいがた防災メール
ウ　緊急速報メール
エ　ソーシャル・ネットワーキング・サービス
（SNS）
オ　緊急告知FMラジオ
カ　Lアラート
キ　Yahoo!防災速報

（11）その他手段の活用
緊急情報をより早くより確実に市民へ伝達するため
に、情報伝達手段の多重化を推進する。
ア　ホームページ
イ　にいがた防災メール
ウ　緊急速報メール
エ　ソーシャル・ネットワーキング・サービス
（SNS）
オ　緊急告知FMラジオ
カ　Lアラート

情報伝達手段が追加されたため

2 1 12 55 47
4　災害医療救護体制の確立
県、新潟市医師会等医療関係団体や医療機関との緊
密な連携

4　災害医療救護体制の確立
新潟市医師会等医療関係団体や医療機関との緊密な
連携

時点修正

2 1 12 56 2

（1）災害医療コーディネート体制
　ア　災害医療コーディネーターの配置
（ｳ）コーディネーターの活動
　・　医療救護所の開設、閉鎖の判断
　イ　災害医療コーディネートチームの構成
　　　済生会新潟病院
　オ　コーディネートチームの訓練の実施

医療救護所や医療救護班の派遣調整

（1）災害医療コーディネート体制
　ア　災害医療コーディネーターの配置
（ｳ）コーディネーターの活動
　・　救護所の開設、閉鎖の判断
　イ　災害医療コーディネートチームの構成
　　　済生会新潟第二病院
　オ　コーディネートチームの訓練の実施
　　　救護所や医療救護班の派遣調整

時点修正
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新潟市地域防災計画〔本編〕　新旧対照表

部 章 節
ペー
ジ

行 改正案 現行計画 理由

2 1 12 56 47

（2）医療救護所
　ア　医療救護所の設置
　　　保健衛生部は、医療救護所として事前に指定
している新潟市急患診療センターや新潟市口腔保健
福祉センターに医療救護所を設置し、住民に周知す
る。また、災害の状況に応じ、指定避難所や公共施
設等にも医療救護所を設置し、住民に周知する。
　イ　医療救護所への医療救護班の派遣
　　　保健衛生対策部は、新潟市医師会、新潟市歯
科医師会、新潟市薬剤師会等の医療関係団体と協議
のうえ、医療救護所に医師、歯科医師、看護師、薬
剤師及び補助者等で構成される医療救護班を状況に
応じて派遣する。

（2）救護所
　ア　救護所の指定
　　　保健衛生部は、新潟市急患診療センターや新
潟市口腔保健福祉センターを救護所として指定し、
住民に周知する。また、災害の状況に応じ指定する
施設以外にも指定避難所又はその他の場所を救護所
として指定する。
　イ　救護所における救護班の配置
　　　保健衛生対策部は、新潟市医師会、新潟市薬
剤師会等の医療関係団体と協議のうえ、救護所に医
師、看護師、薬剤師及び補助者等、状況に応じて必
要な救護班を配置する。

時点修正

2 1 12 57 21

（3）後方支援病院
　ア　災害拠点病院
　　　済生会新潟病院
イ　災害支援病院

（ｲ）震災時における医療救護所等

（3）後方支援病院
　ア　災害拠点病院
　　　済生会新潟第二病院
　イ　災害支援病院
（ｲ）震災時における救護所等

時点修正

2 1 12 57 37

6　救急連絡体制の確立
保健衛生対策部は、「新潟市防災行政無線」や「新
潟県広域災害・救急医療情報システム」のほか、Ｍ
ＣＡ無線などを活用し、県、市関係部署、新潟市医
師会等医療関係団体や医療機関との災害時の救急医
療体制の確立を図る。

6　救急連絡体制の確立
保健衛生対策部は、「新潟市防災行政無線」や「新
潟県防災行政無線」及び「新潟県広域災害・救急医
療情報システム」のほか、ＭＣＡ無線などを活用
し、市関係部署、新潟市医師会等医療関係団体や医
療機関との災害時の救急医療体制の確立を図る。

時点修正

2 1 12 58 11
9　医薬品及び医療資器材等の確保
医療救護所

9　医薬品及び医療資器材等の確保
救護所

時点修正
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新潟市地域防災計画〔本編〕　新旧対照表

部 章 節
ペー
ジ

行 改正案 現行計画 理由

2 1 12 58 40

11　医薬品供給センター
(2)  供給センターの活動体制の整備
イ  供給センターの業務
供給センターは、医療救護所等への医薬品等の供給
管理を行うほか、次に掲げる業務を行う。

11　医薬品供給センター
(2)  供給センターの活動体制の整備
イ  供給センターの業務
供給センターは、救護所等への医薬品等の供給管理
を行うほか、次に掲げる業務を行う。

時点修正

2 1 13 60 27
備蓄拠点、備蓄品目及び目標数量については、資料
編　表2-1-13-1 に示す。

備蓄場所、品目及び数量については、資料編　表2-
1-13-1 に示す。

字句修正

2 1 16 68 4
実施担当　危機管理防災局　福祉部　こども未来部
土木部　建築対策部　都市政策部　消防局　水道局
教育委員会　市民病院　各区役所

実施担当　危機管理防災局　福祉部　こども未来部
土木部　都市政策部　消防局　水道局　教育委員会
市民病院　各区役所

実施担当を追加

2 1 16 68 42
災害時等の緊急時における一時避難場所及び地震発
生後、火災の延焼拡大等により一時避難場所が危険
な状況になった場合の避難場所として、

地震発生後、火災の延焼拡大等により一時避難場所
が危険な状況になった場合の避難場所として、

津波や洪水の際の避難場所とし
ても使用するため

2 1 16 71 4

７　避難所の開設及び避難者の受け入れ体制の確立
(1)　避難所の開設体制の確立
　　震度６弱以上の地震発生や避難情報の発令のほ
か、危機管理監等の指示などによる避難所開設に備
え、施設管理者、市職員、地域住民の相互の協力に
より直ちに避難所を開設し、避難者を受け入れる体
制を構築する。

７　避難所の開設及び避難者の受け入れ体制の確立
(1)　避難所の開設体制の確立
　　震度６弱以上の地震発生や避難情報の発令のほ
か、災害対策本部の指示などによる避難所開設に備
え、施設管理者、市職員、地域住民の相互の協力に
より直ちに避難所を開設し、避難者を受け入れる体
制を構築する。

字句修正

9/32



新潟市地域防災計画〔本編〕　新旧対照表

部 章 節
ペー
ジ

行 改正案 現行計画 理由

2 1 16 71 11

イ　施設管理者による避難所開設・受入
(ｱ)　業務時間中に開設が必要な場合
施設管理者は、鍵の管理者をあらかじめ指定し、災
害時に施設を避難所として迅速に開設し、避難者を
受け入れる体制を整備する。
(ｲ)　業務時間外に開設が必要な場合
施設管理者は、鍵の管理者をあらかじめ指定し、災
害時に市職員による避難所の開設が困難な場合は、
避難所を迅速に開設し、避難者を受け入れる体制を
整備する。

ア　施設管理者による避難所開設・受入
施設管理者は、鍵の保管者をあらかじめ指定し、災
害時に避難所を迅速に開設し、避難者を受け入れる
体制を整備する。

市の避難所に関する方針及び取
組と記述の整合をとる

2 1 16 71 14 ア　市職員による避難所開設・受入 イ　市職員による避難所開設受入
主に避難所開設を行う順に記載
する

2 1 16 71 17 （ア）業務時間中　　避難所担当職員

７．避難所の開設・・・

イ．市職員による避難所開設・受入
（ア）業務時間中　　担当職員

字句修正

2 1 16 71 28

(2)　避難者の受け入れ体制の確立
地域住民、施設管理者、市は各避難所において、平
常時から避難者の受入方法等に関する協議を行い、
協力体制を構築する。

(2)　避難者の受け入れ体制の確立
地域住民、施設管理者、市は各避難所において、平
常時から「部屋割り図面」の協議を行い、避難者の
受け入れの際に活用するものとする。

図面に限らず全般的な協議の記
述とする

2 1 18 74 0
第2部第1章第18節に「帰宅困難者予防計画」を追加
（別紙３のとおり）

（追加） 帰宅困難者対策の考え方を追加

2 2 2 78 6
下水道施設の耐震化・耐津波化及び減災対策の取り
組み

下水道施設の耐震性能の確保及び減災対策の取り組
み

令和元年度に津波対策整備計画
を策定したため
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新潟市地域防災計画〔本編〕　新旧対照表

部 章 節
ペー
ジ

行 改正案 現行計画 理由

2 2 2 78 9 ・避難所などにおけるマンホールトイレ(下水道直結
型)の整備

・避難所などにおけるマンホールトイレの整備
下水道管路を活用したものであ
ることを明記

2 2 2 78 14 下水処理場及びポンプ場，吐口の耐津波化 （追加）
令和元年度に津波対策整備計画
を策定したため

2 2 5 83 9
(4)　携帯トイレの備蓄，マンホールトイレ及び仮設
トイレの設置場所

(4)　携帯トイレの備蓄及び仮設トイレの設置場所 時点修正

2 3 2 89 表

実施担当
危機管理防災局　福祉部　こども未来部　土木部
農林水産部　下水道部　消防局　市民病院　各区役
所

実施担当
危機管理防災局　福祉部　こども未来部　土木部
下水道部　消防局　市民病院　各区役所

農業ため池の保全管理の項を追
加するため
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新潟市地域防災計画〔本編〕　新旧対照表

部 章 節
ペー
ジ

行 改正案 現行計画 理由

2 3 2 90 3

３　ため池の予防対策

(1) ため池の管理者の責務
　ため池の管理者は、平時からため池の点検を実施
し、異常な兆候の早期発見及び危険個所の整備に努
める。
　また、出水時及び異常時には応急措置を施すこと
ができるよう体制を整備するとともに、災害の未然
防止に努める。
（ため池位置図を資料編　図２－３－２－１　に示
す。）

(2) 防災重点ため池に係る対策
　決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設が存在
し、人的被害を与えるおそれがあるため池（防災重
点ため池）については、ため池ハザードマップの作
成等により適切な情報提供を図るとともに、計画的
な施設整備に努める。

なし
県による防災重点ため池の選定
に伴い、新たに事項追加するも
の

2 3 2 91 6 資料編 表2-1-15-2に示す。 資料編 2-1-15-2に示す。 字句修正

2 3 2 91 12
これらの計画を作成又は変更したときは、市長に報
告しなければならない。

これらの計画を作成又は変更したときは、市長に報
告するとともに自ら公表しなければならない。

水防法上の公表義務はないため

2 3 2 91 15

市は、前記（１）に記載された要配慮者利用施設等
に対し、電子メール、ファクシミリ等による洪水予
報等の伝達体制を整備し、要配慮者利用施設の避難
確保計画の作成状況や避難訓練の実施状況等につい
て、定期的に確認するよう努める。

市は、前記８（１）に記載された要配慮者利用施設
等に対し、電子メール、ファクシミリ等による洪水
予報等の伝達体制を整備し、要配慮者利用施設の避
難確保に関する計画や避難訓練の実施状況等につい
て、定期的に確認するよう努める。

字句修正
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新潟市地域防災計画〔本編〕　新旧対照表

部 章 節
ペー
ジ

行 改正案 現行計画 理由

2 3 3 94 11

市は、前記（１）に記載された要配慮者施設等に対
し、電子メール、ファクシミリ等による避難情報の
伝達体制を整備し、要配慮者利用施設の避難確保計
画の作成状況や避難訓練の実施状況等について、定
期的に確認するよう努める。

市は、前記８（１）に記載された要配慮者施設等に
対し、電子メール、ファクシミリ等による避難情報
の伝達体制を整備する。

同章の水害予防計画と整合をと
る

2 4 1 97 43
５　避難誘導体制の整備
大津波警報、津波警報または津波注意報 が発表され
た際・・・

５　避難誘導体制の整備
大津波警報、津波警報または津波注意報（以下、
「津波警報等」という。） が発表された際・・・

以降同節に文言がないため削除

2 4 2 99 4

１  啓発内容
(1)　津波に対する心得
(2)　津波警報や避難指示（緊急）等の意味
(3)　津波避難ビル、津波避難場所
(4)　避難の方法
(5)　情報収集の手段
(6)　応急救護の方法

１  啓発内容
(1)　津波に対する心得
(2)　津波避難ビル、津波避難場所
(3)　津波避難路の考え方
(4)　応急救護の方法
(5)　情報収集の手段
(6)　津波警報や避難指示（緊急）等の意味

字句修正

2 4 2 99 12
津波ハザードマップ、パンフレット・リーフレッ
ト、市報・マスメディア等を活用し、地域住民や事
業所等への知識の普及、啓発を図る。

津波ハザードマップ、パンフレット・リーフレッ
ト、市報・マスメディア等を活用し、自治会・町内
会及びコミュニティ協議会等の地域住民や事業所等
への知識の普及、啓発を図る。

個人も含め広く地域住民に啓発
を行う記述とする
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新潟市地域防災計画〔本編〕　新旧対照表

部 章 節
ペー
ジ

行 改正案 現行計画 理由

2 4 3 100 26

２　市民と地域、事業所等の役割
(1)  市民及び事業所等に求められる役割
　　　緊急を要する津波からの避難は、「集団避
難」ではなく「個別避難」が基本となることから、
あらかじめ津波避難ビル等の把握に努めるととも
に、災害用伝言版などを活用した安否確認の連絡体
制や来客者を含めた避難誘導体制の確立に努める。
(2)  地域に求められる役割
日ごろから津波の危険性を認識し、津波避難ビルや
避難経路等を確認とともに、地域における津波から
の自主避難マップの作成に努める。また、津波避難
ビル等の施設管理者と共同で津波想定の防災訓練を
実施するなど関係者間における連携体制の強化を図
るとともに防災意識の啓発に努める。

２　市民と地域の役割
　　ハザードマップや地域で作成した津波自主避難
マップに基づき、自主防災組織、自治会・町内会、
コミュニティ協議会等による地域での防災訓練の実
施や、避難行動要支援者名簿に基づいた避難行動要
支援者の所在、状況の確認及び避難支援体制の整備
など日ごろからの体制強化に努める。

避難計画と同様の記述であった
ため、訓練計画としての記述に
修正

2 4 3 100 28
日ごろから津波の危険性を認識し、津波避難ビルや
避難経路等を確認するとともに、

日ごろから津波の危険性を認識し、津波避難ビルや
避難経路等を確認とともに、

字句修正

2 27
第2部第3章第3節に「雪害予防計画」を追加し以降
の節を繰り下げる
（別紙３のとおり）

（追加） 雪害予防について計画に記載

3 1 1 105 9 なお、災害対策本部は なお、設置場所は 字句修正

3 1 2 106 6
第3部第4章第1節「津波災害における情報収集・伝
達計画」による。

第3部第4章第1節津波災害における情報収集・伝達
計画による。

字句修正
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新潟市地域防災計画〔本編〕　新旧対照表

部 章 節
ペー
ジ

行 改正案 現行計画 理由

3 1 2 106 33

(ｳ)　記録的短時間大雨情報
県内で、大雨警報発表中に数年に一度程度しか発生
しないような猛烈な短時間の大雨を観測(地上の雨量
計による観測)又は解析(気象レーダーと地上の雨量計
を組み合わせた分析)したときに、府県気象情報の一
種として発表する。

(ｳ)　記録的短時間大雨情報
県内で、数年に一度程度しか発生しないような猛烈
な短時間の大雨を観測（地上の雨量計による観測）
又は解析（気象レーダーと地上の雨量計を組み合わ
せた分析）したときに、府県気象情報の一種として
発表する。

字句修正

3 1 2 110 16
【医療救護情報】
医療救護所の設置状況

【医療救護情報】
救護所の設置状況

字句修正

3 1 2 110 37 ３（２）ア（イ）東北電力ネットワーク（株） ３（２）ア（イ）東北電力（株） 時点修正

3 1 2 110 37 北陸ガス（株）新潟供給センター 北陸ガス（株）新潟支社 時点修正

3 1 2 110 38
（イ）防災関係機関からの情報取集
北陸ガス㈱新潟供給センター

（イ）防災関係機関からの情報取集
北陸ガス㈱新潟支社

時点修正

3 1 2 111 7

経済対策部
　・物流機能の被害と復旧状況　新潟県トラック協
会
・中小企業の被害状況　市内商工会・商工会議所

経済対策部
　・物流機能の被害と復旧状況　新潟県トラック協
会

防災基本計画の修正を反映
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新潟市地域防災計画〔本編〕　新旧対照表

部 章 節
ペー
ジ

行 改正案 現行計画 理由

3 1 2 112 35 東北電力ネットワーク　※ 東北電力　※ 時点修正

3 1 4 118 9

ウ　海上自衛隊

住所　　　舞鶴市余部下1190
　　　　　海上自衛隊舞鶴地方総監部防衛部
電話　　　0773－62－2250（内線2222）
ＦＡＸ　　0773－62－2255（切替）
電話　　　025－273－7771

（電話応答者に警備科長への接続を依
頼）
ＦＡＸ　　025－273－7771

（電話応答者にＦＡＸへの接続を依頼）
防災無線　8-401-16-751-*-20　又は　6-751-*-
20
　　　　　（新潟基地分遣隊は、260M局器材のみ）

ウ　海上自衛隊

住所　　　舞鶴市余部下1190
　　　　　海上自衛隊舞鶴地方総監部防衛第３幕僚
室
電話　　　0773－62－2250（内線213）
ＦＡＸ　　0773－62－2255
電話　　　025－273－7771

ＦＡＸ　　025－273－7771

防災無線　8-401-36-53

時点修正

3 1 4 118 21

エ 航空自衛隊

住所　　　埼玉県狭山市稲荷山2-3
航空自衛隊航空総隊航空救難団司令部防

衛部
電話　　　04－2953－6131（内線3832）
ＦＡＸ　　04－2953－6131
ＦＡＸ　　025－273－9211（内線227）
防災無線　8-503－10（オペレーション）・20（当
直）

（平時・作戦中：オペレーション、夜間
等：当直）

エ　航空自衛隊

住所　　　府中市浅間町１－1855
航空自衛隊航空支援集団指令部防衛部運

用課
電話　　　0423－62－2971（内線2521）
ＦＡＸ　　0423－62－2971
ＦＡＸ　　025－273－9211
防災無線　8-401-36-54

時点修正

3 1 5 122 14
(6)連絡系統
電話・FAX：表3-1-5-2

(6)連絡系統
電話・FAX：表3-1-4-1

字句修正
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新潟市地域防災計画〔本編〕　新旧対照表

部 章 節
ペー
ジ

行 改正案 現行計画 理由

3 1 7 127 35

3　医療救護所の設置
保健衛生対策部は、新潟市急患診療センター及び新
潟市口腔保健福祉センターに医療救護所を設置し、
医療救護班を派遣するほか、被災状況に応じて、区
本部と協議のうえ、指定避難所や公共施設等に医療
救護所を設置する。

3　救護所等の設置
保健衛生対策部は、新潟市急患診療センター及び新
潟市口腔保健福祉センターに救護所を設置し、医療
救護班を配置するほか、被災状況に応じて、区本部
と協議のうえ、指定避難所や公共施設等に救護所を
設置する。

字句修正

3 1 7 127 42
4　医療救護活動
医療救護所

4　医療救護活動
救護所

字句修正

3 1 7 128 18
５　患者等の搬送
医療救護所

５　患者等の搬送
救護所

字句修正

3 1 7 128 38
6　医療資器材等の調達
医薬品供給センター

6　医療資器材等の調達
医薬品支援センター

字句修正

3 1 7 128 38
８　医療関係ボランティアの要請
医療救護所等

８　医療関係ボランティアの要請
救護所等

字句修正

3 1 8 130 防災関係機関　削除 防災関係機関　新潟市社会福祉協議会
実施主体としての具体記述がな
いため

3 1 9 132 42
【初動対応期】
（ｳ）避難所・医療救護所の状況

【初動対応期】
（ｳ）避難所・救護所の状況

字句修正

3 1 10 136 17 別紙５のとおり イ　避難情報の発令基準（表）
避難勧告等に関するガイドライ
ンの改定による記述変更
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新潟市地域防災計画〔本編〕　新旧対照表

部 章 節
ペー
ジ

行 改正案 現行計画 理由

3 1 10 139 23
避難を希望する人数及び施設を区役所総務課(地域総
務課)または

避難を希望する人数及び施設を区役所総務課または 字句修正

3 1 10 140 16

イ　施設管理者による避難所開設・受入
(ｱ)　業務時間中に開設が必要な場合
施設管理者は、鍵の管理者をあらかじめ指定し、災
害時に施設を避難所として迅速に開設し、避難者を
受け入れる体制を整備する。
(ｲ)　業務時間外に開設が必要な場合
施設管理者は、鍵の管理者をあらかじめ指定し、災
害時に市職員による避難所の開設が困難な場合は、
避難所を迅速に開設し、避難者を受け入れる体制を
整備する。

ア　施設管理者による避難所開設・受入
施設管理者は、鍵の保管者をあらかじめ指定し、災
害時に避難所を迅速に開設し、避難者を受け入れる
体制を整備する。

市の避難所に関する方針及び取
組と記述の整合をとる

3 1 10 140 19 ア　市職員による避難所開設・受入 イ　市職員による避難所開設受入
市職員による開設が主となるた
め記載順を修正

3 1 10 140 37

特に、学校施設については、体育館、集会室などを
優先的にあてるものとし、校長室、職員室、保健
室、放送室、図書室、コンピュ－タ室、給食室等
は、原則として避難所の居住スペースとして使用し
ない。

特に、学校施設については、体育館、集会室、普通
教室などをあてるものとし、校長室、職員室、保健
室、放送室、特別教室、図書室、コンピュ－タ室、
給食室等は、原則として避難所の居住スペースとし
て使用しない。

市の避難所に関する方針及び取
組と記述の整合をとる

3 1 10 140 31
地域住民、施設管理者、市は、下記の事項に十分留
意した上、「避難所運営マニュアル」に基づき避難
所を運営する。

地域住民、施設管理者、市は、下記の事項に十分留
意した上、避難所ごとに作成した「避難所運営マ
ニュアル」に基づき避難所を運営する。

市の避難所に関する方針及び取
組と記述の整合をとる

3 1 10 142 27

(4) 要配慮者に対する配慮
各区本部健康福祉班は、福祉対策部要配慮者班と連
携し、要配慮者の実態を速やかに把握し健康調査を
実施するとともに、福祉避難室を設置し要配慮者に
優先的に提供する。

(4) 要配慮者に対する配慮
各区本部健康福祉班は、福祉対策部要配慮者・ボラ
ンティア班と連携し、要配慮者の実態を速やかに把
握し健康調査を実施するとともに、福祉避難室を設
置し要配慮者に優先的に提供する。

字句修正
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新潟市地域防災計画〔本編〕　新旧対照表

部 章 節
ペー
ジ

行 改正案 現行計画 理由

3 1 10 142 45
区本部健康福祉班は、福祉対策部要配者班及びこど
も未来対策部こども未来班と連携し、

区本部健康福祉班は、福祉対策部要配者班と連携
し、

妊産婦等向け福祉避難所を担当
する対策班を追記

3 1 10 143 4
区本部健康福祉班は、福祉対策部要配者班及びこど
も未来対策部こども未来班と連携し、

区本部健康福祉班は、福祉対策部要配者班と連携
し、

妊産婦等向け福祉避難所を担当
する対策班を追記

3 1 10 143 7
区本部健康福祉班は、福祉対策部要配者班及びこど
も未来対策部こども未来班と連携し、

区本部健康福祉班は、福祉対策部要配者班と連携
し、

妊産婦等向け福祉避難所を担当
する対策班を追記

3 1 10 143 13
区本部は、報告された事項について、福祉対策部要
配慮者班及びこども未来対策部こども未来班へ速や
かに報告する。

区本部は、報告された事項について、福祉対策部要
配慮者班へ速やかに報告する。

妊産婦等向け福祉避難所を担当
する対策班を追記

3 1 10 143 28
区本部健康福祉班は、福祉対策部要配者班及びこど
も未来対策部こども未来班と連携し、

区本部健康福祉班は、福祉対策部要配者班と連携
し、

妊産婦等向け福祉避難所を担当
する対策班を追記

3 1 11 145 31
各区本部健康福祉班は、福祉対策部要配者班並びに
こども未来対策部こども未来班と連携し、高齢者や
障がい者、妊産婦等を対象とした

各区本部健康福祉班は、福祉対策部要配者班と連携
し、高齢者や障がい者等を対象とした

妊産婦等向け福祉避難所を担当
する対策班を追記

3 1 11 145 34
各区本部健康福祉班は、福祉対策部要配者班及びこ
ども未来対策部こども未来班と連携し、

各区本部健康福祉班は、福祉対策部要配者班と連携
し、

妊産婦等向け福祉避難所を担当
する対策班を追記

3 1 11 145 36

(3)避難所等での生活が困難な高齢者や障がい者、妊
産婦等の福祉避難所等への移送
健康調査の結果、避難所等での生活が困難な高齢者
や障がい者、妊産婦等については、

(3)介護が必要な高齢者や障がい者の福祉避難所等へ
の移送
健康調査の結果、避難所等での生活が困難な高齢者
や障がい者等については、

妊産婦等向け福祉避難所を担当
する対策班を追記
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新潟市地域防災計画〔本編〕　新旧対照表

部 章 節
ペー
ジ

行 改正案 現行計画 理由

3 1 11 145 99
(5) 要配慮者のための情報機器等の設置
各区本部健康福祉班は、福祉対策部要配慮者班と連
携し、聴覚障がい者

(5) 要配慮者のための情報機器等の設置
各区本部健康福祉班は、福祉対策部要配慮者・ボラ
ンティア班と連携し、聴覚障がい者

字句修正

3 1 11 146 4

(6) 手話奉仕員等の派遣
各区本部健康福祉班は、福祉対策部要配慮者班と連
携し、実態調査により手話通訳等を必要とする避難
所に、市ろうあ協会やボランティア等の協力による
手話奉仕員や要約筆記奉仕員を、体制が整いしだい
派遣する。

(6) 手話奉仕員等の派遣
各区本部健康福祉班は、福祉対策部要配慮者・ボラ
ンティア班と連携し、実態調査により手話通訳等を
必要とする避難所に、市ろうあ協会やボランティア
等の協力による手話奉仕員や要約筆記奉仕員を、体
制が整いしだい派遣する。

字句修正

3 1 11 146 8

(7) 障害者手帳、補装具、日常生活用具の交付・修理
等
各区本部健康福祉班は、福祉対策部要配慮者班と連
携し、災害により紛失や破損した障害者手帳、車椅
子、補聴器、杖などの交付・修理等について、障が
い者やその家族等からの申し出により速やかに対応
する。

(7) 障害者手帳、補装具、日常生活用具の交付・修
理等
各区本部健康福祉班は、福祉対策部要配慮者・ボラ
ンティア班と連携し、災害により紛失や破損した障
害者手帳、車椅子、補聴器、杖などの交付・修理等
について、障がい者やその家族等からの申し出によ
り速やかに対応する。

字句修正

3 1 11 146 12

(8) 要配慮者用窓口の設置
各区本部健康福祉班は、福祉対策部要配慮者班と連
携し、各避難所内に要配慮者用窓口を設置し、要配
慮者からの相談対応、確実な情報伝達と必要な支援
物資の提供等を実施する。

(8) 要配慮者用窓口の設置
各区本部健康福祉班は、福祉対策部要配慮者・ボラ
ンティア班と連携し、各避難所内に要配慮者用窓口
を設置し、要配慮者からの相談対応、確実な情報伝
達と必要な支援物資の提供等を実施する。

字句修正

3 1 11 146 12 （削除）

５ 要配慮者の一元的対応の整備
福祉対策部、こども未来部及び各区本部は、地震発
生後に要配慮者の安否、避難先、社会福祉施設の被
害状況、福祉ニーズ等の情報の一元化を図り、円滑
な救護活動を実施するための専門チームを設ける。

専門チームの具体的活動が不明
であり、必ずしも設けるもので
はないため
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新潟市地域防災計画〔本編〕　新旧対照表

部 章 節
ペー
ジ

行 改正案 現行計画 理由

3 1 11 147 15

(6) 高齢者、障がい者等の被災者の緊急入所（短期・
長期）の対応
施設管理者は、福祉対策部要配慮者班及び各区本部
健康福祉班から避難所や在宅での生活が困難となっ
た高齢者や障がい者の緊急受け入れ（短期・長期）
について依頼された場合、定員の許す範囲で受け入
れる。

(6) 高齢者、障がい者等の被災者の緊急入所（短
期・長期）の対応
施設管理者は、福祉対策部福祉総務班及び各区本部
健康福祉班から避難所や在宅での生活が困難となっ
た高齢者や障がい者の緊急受け入れ（短期・長期）
について依頼された場合、定員の許す範囲で受け入
れる。

字句修正

3 1 13 150 13 財務対策部調査班及び福祉対策部 総務対策部調査班及び福祉対策部 字句修正

3 1 17 162 5

h 　県道新潟村松三川線…東区柳ケ丘から東区津島
屋8丁目（国道113号）までの間
ｉ　県道新潟港沼垂線…中央区沼垂東５丁目（国道
113号）から中央区沼垂東２丁目（国道７号）まで
の間
ｊ　県道新潟港横越線…東区竹尾（国道７号）から
東区小金台（国道113号）までの間
ｋ　県道新潟中央環状線…北区笹山（国道113号）
から北区木崎（国道7号）まで
ｌ　県道新潟停車場線…中央区花園1丁目から中央区
東大通1丁目（国道7号）まで

ｈ　新潟村松三川線…東区中興野から東区津島屋8
丁目までの間
ｉ　県道新潟港沼垂線…中央区沼垂東５丁目（国道
113号）から中央区沼垂東２丁目（国道７号）まで
の間
ｊ　県道新潟港横越線…東区竹尾（国道７号）から
東区小金台（国道113号）までの間
ｋ　市道東3-467号線…東区柳ケ丘から東区下山２
丁目（国道113号）までの間
ｌ　県道新潟停車場線…中央区花園１丁目から中央
区東大通１丁目まで

緊急輸送道路の見直し
（H31.3.27）に伴う記載変更

3 1 17 162 39
また、必要に応じ・・・日本郵便株式会社新潟中央
郵便局及び佐川急便株式会社に応援を要請
し、・・・

また、必要に応じ・・・及び日本郵便株式会社新潟
中央郵便局に応援を要請し、・・・

佐川急便株式会社との包括連携
協定を締結したため

3 1 17 164 15 (防災船着場所在地：資料編　図3-1-17-2 ) (防災船着場所在地：資料編　表3-1-17-1 ) 字句修正
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部 章 節
ペー
ジ

行 改正案 現行計画 理由

3 1 18 166 99

ア 避難者の状況把握及び県への報告
国または県が物資の調達体制を迅速かつ的確に判断
できるよう市民生活班は開設避難所、避難者数を把
握し、県に報告する。

ア 避難者の状況把握及び県への報告
国または県が物資の調達体制を迅速かつ的確に判断
できるよう避難所担当職員、福祉対策部福祉総務
班、市民生活班は開設避難所、避難者数を把握し、
県に報告する。

担当班が代表して報告すれば足
りるため

3 1 20 171 23

(6)入浴施設の広報
　入浴施設が施設提供の要請に応じた場合には、被
災者に対し随時第３部第１章第９節「災害広報・広
聴計画」に定めた広報媒体を通じ広報する。

(6)入浴施設の広報
　入浴施設が施設提供の要請に応じた場合には、被
災者に対し随時広報媒体を通じ広報する。

字句修正

3 1 23 179 11
1　被害状況等の把握
被災地内の医療救護所

1　被害状況等の把握
被災地内の救護所

字句修正

3 1 24 184 22
災害時応援協定締結団体(資料編　17「災害時応援協
定一覧」 )

災害時応援協定締結団体(資料編　表3-1-3-1 ) 字句修正

3 1 28 3 1 別紙６のとおり
【災害対策本部及び水道対策部 （水道対策業務）組
織表】

時点修正

3 1 30 204 図 別紙７のとおり
１　農林水産業施設等被害状況把握フロー図
（２）区本部

時点修正
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新潟市地域防災計画〔本編〕　新旧対照表

部 章 節
ペー
ジ

行 改正案 現行計画 理由

3 1 32 211 7

１　被害状況調査
被害状況の調査に関しては、あらかじめ商工会・

商工会議所等と連携体制を構築し、災害発生時に中
小企業等の被害状況を迅速かつ適切に把握できる体
制の整備に努めるものとする。
　(1)　食料、物資等にかかわる事業所の被害状況の
緊急調査

１　被害状況調査
　(1)　食料、物資等にかかわる事業所の被害状況の
緊急調査

防災基本計画の修正を踏まえて
規定を追加

3 1 32 212 12

５　市の責務
　中小企業等による事業継続力強化計画に基づく取
組等の防災・減災対策の普及を促進するため、商工
会・商工会議所と連携して、事業継続力強化支援計
画の策定に努めるものとする。

記載なし
防災基本計画の修正を踏まえて
規定を追加

3 1 33 215 11

(ｲ)  避難所の優先順位
　避難所には、浸水深等を考慮した上、体育館、集
会室などを優先的に充てるものとし、校長室、職員
室、保健室、放送室、図書室、コンピュ－タ室、給
食室等は、原則として避難所としては使用しない。
　なお、高齢者、障がい者、傷病者、妊産婦、乳幼
児等には、和室等条件の良好な部屋を優先的に提供
する。
また、医療救護所が開設される場合には，保健室及
び周辺の必要なスペース等を医療救護所として使用
する。医療救護活動を行う場合には，保健室で保管
されている医薬品及び医療資機材を必要に応じて使
用する。

(ｲ)  避難所の優先順位
　避難所には、浸水深等を考慮した上、体育館、集
会室、普通教室などを充てるものとし、校長室、職
員室、保健室、放送室、特別教室、図書室、コン
ピュ－タ室、給食室等は、原則として避難所として
は使用しない。
　なお、高齢者、障がい者、傷病者、妊産婦、乳幼
児等には、和室等条件の良好な部屋を優先的に提供
する。
また、救護所が開設される場合には，保健室及び周
辺の必要なスペース等を救護所として使用する。医
療救護活動を行う場合には，保健室で保管されてい
る医薬品及び医療資機材を必要に応じて使用する。

時点修正
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部 章 節
ペー
ジ

行 改正案 現行計画 理由

3 1 33 216 43

   教育対策部、文化スポーツ対策部又は施設の管理
者は、気象情報等により風水害等の災害発生が予測
される場合は、その状況に応じて臨時休館や開館時
間の短縮等の措置を講ずる。
　災害が発生した場合は、速やかに被害の発生状況
を把握し、その状況に応じた下記の措置を講ずる。

   教育対策部、文化スポーツ対策部又は施設の管理
者は、災害が発生した場合において、速やかに被害
の発生状況を把握し、その状況に応じた下記の措置
を講ずる。

災害発生等において、臨時休館
等の措置が想定されるため

3 1 33 217 8

（３） 被害状況等の情報収集・伝達
（４） 避難所や食料等の集積場所となった場合の対
応
（５）臨時休館等
　　　施設の管理者は、施設の破損等により一般の
利用（貸館・事業）が困難な場合は、臨時休館や開
館時間の短縮等の措置を講ずる。

（３） 被害状況等の情報収集・伝達
（４） 避難所や食料等の集積場所となった場合の対
応 災害発生等において、臨時休館

等の措置が想定されるため

3 1 33 217 11 削除 文化スポーツ対策部は教育対策部に連絡する。 時点修正

3 3 2 232 1

第２節　雪害対策計画
雪害対策は、車両の安全走行や歩行者の安全対策な
ど冬期道路交通の確保により市民生活の安定を図る
とともに、雪崩対策などを講じ、市民の安全確保を
図る。

第２節　積雪対策計画
積雪対策は、車両の安全走行や歩行者の安全対策な
ど交通の確保により市民生活の安定を図るととも
に、雪崩対策などを講じ、市民の安全確保を図る。

字句修正
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部 章 節
ペー
ジ

行 改正案 現行計画 理由

3 3 2 232 10

１　冬期道路交通確保
 (1)　道路除雪
　　　市は、国等の関係機関と協議し、毎年除雪対
策本部を立ち上げるまでに「道路除雪計画」を定
め、冬期道路交通の確保を図る。
(2)　市民との協働
市は、市民及び市民団体と協働した歩道除雪を実施
し、冬期道路の歩行空間の確保を図る。

１　交通確保計画
 (1)　道路除雪
　　　市は、国等の関係機関と協議し、毎年降雪期
までに「道路除雪計画」を定め、降雪時の交通確保
を図る。
(2)　市民との協働
市は、市民及び市民団体と協働した歩道除雪を実施
し、冬季道路の歩行空間の確保を図る。

字句修正

3 3 2 232 17

（３）市民の協力
ア　「おもいやりのひとかき運動」の推進
市は、新潟市社会福祉協議会と協力し、市民の除雪
に対する意識の高揚と自発的な除雪の推進を図るた
め、次の「おもいやりのひとかき運動」を呼びかけ
る。
（ア）バス停付近の除雪
（イ）横断歩道の除雪
（ウ）通学路の除雪
（エ）ゴミステーションの除雪

（３）市民の協力
ア　「ひとかき運動」の推進
市は、新潟市社会福祉協議会と協力し、市民の除雪
に対する意識の高揚と自発的な除雪の推進を図るた
め、次の「ひとかき運動」を呼びかける。
（ア）バス停付近の除雪
（イ）雨水桝付近の水切り
（ウ）横断歩道取付部の除雪

正式名称に変更する
スコップの主な設置場所に変更
する

3 3 2 233 39

(4)　要配慮者のみの世帯への生活相談対応
各区の実情に応じ、多量の降雪により、対象者（一
人暮らし高齢者等の支援者のいない高齢者・障がい
者等の要配慮者のみの世帯）の日常生活に支障が出
ることが予想される又は支障が出ていると認められ
る場合に、降雪による生活上の困りごとの相談に応
じる窓口を開設する。

(4)　要援護世帯の除雪支援
市は、自力での屋根雪処理が困難な要援護世帯につ
いて状況を把握し、地域の相互扶助体制の確立に努
めるとともに、除雪業者の紹介等必要な支援を行
う。

「一人暮らし高齢者等生活相談
窓口」については、除雪支援で
はなく、生活の支援であるため

3 4 0 235
第3部　災害応急対策計画

第4章　津波災害応急対策計画
第4部　災害復旧計画 字句修正
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部 章 節
ペー
ジ

行 改正案 現行計画 理由

3 4 1 237
（系統図差し替え）
別紙８のとおり

（系統図差し替え）
時点修正

3 4 1 238 47

（イ　津波情報の表中）

各津波予報区の津波の到達予想時刻や予想される津
波の高さを5 段階の数値（メートル単位）又は「巨
大」や「高い」という言葉で発表。
発表される津波の高さ値は、ア　大津波警報・津波
警報･注意報を参照。

（イ　津波情報の表中）

各津波予報区の津波の到達予想時刻や予想される津
波の高さを5 段階の数値（メートル単位）または2
種類の定性的な表現（巨大、高い）で発表。
発表される津波の高さ値は、ア　大津波警報・津波
警報･注意報を参照。

説明の追加

表内記述の整理

3 4 1 238

ア　大津波警報・津波警報・津波注意報
気象庁は、地震が発生した時は地震の規模や位置

を速やかに推定し、これらをもとに沿岸で予想され
る津波の高さを求め、地震が発生してから約3分を目
標に大津波警報、津波警報又は津波注意報（以下こ
れらを「津波警報等」という。）を津波予報区単位
で発表する。
　津波警報等とともに発表する予想される津波の高
さは、通常は5段階の数値で発表する。ただし、地震
の規模がマグニチュード8を超えるような巨大地震に
対しては津波警報等発表の時点では、その海域にお
ける最大の津波想定等をもとに津波警報等を発表す
る。その場合、最初に発表する大津波警報や津波警
報では、予想される津波の高さを「巨大」や「高
い」という言葉を用いて発表し、非常事態であるこ
とを伝える。予想される津波の高さを「巨大」など
の言葉で発表した場合には、その後、地震の規模が
精度良く求められた時点で津波警報等を更新し、津
波情報では予想される津波の高さも数値で発表す
る。
※表（修正）を差し替え（別添）

ア　大津波・津波警報･注意報

※表

説明の追加

表内記述の整理
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部 章 節
ペー
ジ

行 改正案 現行計画 理由

3 4 1 238

※大津波警報を特別警報に位置づけている。
注）「津波の高さ」とは、津波によって潮位が高く
なった時点における潮位と、その時点に津波がな
かったとした場合の潮位との差であって、津波に
よって潮位が上昇した高さをいう。
※　津波警報等の留意事項等
(ｱ)　沿岸に近い海域で大きな地震が発生した場合、
津波警報等の発表が津波の襲来に間に合わない場合
がある。
(ｲ)　津波警報等は、精査した地震の規模や実際に観
測した津波の高さをもとに、更新する場合がある。

※　津波警報等の留意事項等
(ｱ)　沿岸に近い海域で大きな地震が発生した場合、
津波警報等の発表が津波の襲来に間に合わない場合
がある。
(ｲ)　津波警報等は、精査した地震の規模や実際に観
測した津波の高さをもとに、更新する場合がある。

説明の追加

表内記述の整理

3 4 1 239 15
（最大波の観測値の発表内容）

※表内の整理　（別紙８のとおり）

（最大波の観測値の発表内容）

※表内の整理

説明の追加

表内記述の整理

3 4 1 239 22 （※2）沖合の津波観測に関する情報の･･･ （※2）沖合いの津波観測に関する情報の･･･ 字句修正

3 4 1 239 35

沖合で観測された津波の最大波（観測値及び沿岸で
の推定値※）の発表内容

（表中）
沿岸で推定される津波の高さ
3ｍ超
3ｍ以下
1ｍ超
（すべての場合）

最大波の観測値及び推定値の発表内容（沿岸から
100km程度以内にある沖合の観測点）

（表中）
発表基準
沿岸で推定される津波の高さい＞3ｍ
沿岸で推定される津波の高さい≦3ｍ
沿岸で推定される津波の高さい＞1ｍ
沿岸で推定される津波の高さい≦1ｍ
（すべて数値で発表）

時点修正
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3 4 1 240 22

ウ　津波予報
気象庁は、地震発生後、津波による災害が起こる

おそれがない場合には、以下の内容を津波予報で発
表する。

ウ　津波予報
　地震発生後、津波による災害が起こるおそれがな
い場合に、以下を津波予報で発表する。

字句修正

3 4 1 240 34
エ 地震情報の種類とその内容

表の整理（別紙８のとおり）

エ　地震情報の種類とその内容

※表内の整理

表外の情報も表に整理と一部並
び替え

3 4 1 241

オ　地震活動に関する解説資料等
　地震情報以外に、地震活動の状況等をお知らせす
るために気象庁本庁及び管区・地方気象台等が関係
地方公共団体、報道機関等に提供している資料。

表に差し替え（別紙８のとおり）

オ　地震活動に関する解説等
　地震情報以外に、地震活動の状況等をお知らせす
るために気象庁本庁及び管区・地方気象台等が関係
地方公共団体、報道機関等に提供し、ホームページ
などで発表している資料や、担当区域で大津波警
報・津波警報・注意報が発表された時や震度４以上
の地震が観測された時などに防災等に係る活動の利
用に資するよう緊急地震速報、大津波警報・津波警
報・津波注意報並びに地震及び津波に関する情報地
震津波情報や関連資料を編集した資料。

表に整理

3 4 1 241

カ 南海トラフ地震に関連する情報の種類と発表条件
　「南海トラフ地震に関連する情報」は、南海トラ
フ全域を対象に地震発生の可能性の高まりについて
お知らせするもので、この情報の種類と発表条件は
以下のとおり。
※表は別紙８のとおり

記載なし 東海地震関係の記述を追記

3 4 1 242 1
（3）地震及び津波警報等発表の流れ

※フローチャートの差し替え（別紙８のとおり）

（3）地震及び津波警報等発表の流れ

※フローチャートの差し替え
補足の追加による図の更新
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ペー
ジ

行 改正案 現行計画 理由

3 4 2 246 16
（3）避難開始の時期
　住民等が避難行動を開始する時期は避難行動の原
則によるほか、次のとおりとする。

（2）避難開始の時期
　住民等が避難行動を開始する時期は次のとおりと
する。

避難行動の原則を追記

3 4 2 246 26

津波避難ビルの開設は、新潟県上中下越に津波注意
報、津波警報又は大津波警報が発表されてから解除
されるまでの期間とする。
津波注意報、津波警報又は大津波警報が発表され

た場合、津波避難ビルの鍵を委託されている者は、
施設管理者や地域住民の協力を得て、速やかに津波
避難ビルを開設する。

津波避難ビルの開設は、新潟県上中下越に津波警報
又は大津波警報が発表されてから解除されるまでの
期間とする。
　津波警報又は大津波警報が発表された場合、津波
避難ビルの鍵を委託されている者は、施設管理者や
地域住民の協力を得て、速やかに津波避難ビルを開
設する。

令和元年6月18日山形県沖を震源
とする地震を受けた見直しの反
映

3 4 2 246 38

第３部第１章第10節「避難及び避難所計画」に準じ
るものとするが、津波注意報、津波警報又は大津波
警報が発表された場合、津波の浸水が想定されない
地域において、危機管理監又は区長が避難所開設の
必要があると判断したときは避難所を開設する。
（秋葉区及び南区を除く。）津波により避難所又は
避難所の周囲に浸水が見込まれる地域は、津波注意
報、津波警報又は大津波警報が解除されてから開設
の必要性を判断するものとする。

第２部第１章第16節「避難計画」に準じるものとす
るが、津波により避難所又は避難所の周囲に浸水が
見込まれる地域は、津波警報又は大津波警報が解除
されてから開設するものとする。

令和元年6月18日山形県沖を震源
とする地震を受けた見直しの反
映

4 1 251 7 実施担当　財務対策部 実施担当　財務対策部　各区本部 区本部調査班が廃止されたため

4 1 251 19

３　実施方針及び実施計画の作成
　財務対策部調査班が主体となり、一般住家の被害
認定調査及び罹災証明書交付の実施方針及びそれに
基づく実施計画を作成する。

３　実施方針及び実施計画の作成
　財務対策部調査班が主体となり、一般住家の被害
認定調査及び罹災証明書交付の実施方針を作成し、
実施方針に基づき各区本部調査班が主体となり実施
計画を作成する。

区本部調査班が廃止されたため
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行 改正案 現行計画 理由

4 1 251 31

６　罹災証明書の交付
　被害認定調査後、被害の程度が確定した物から速
やかに罹災証明書を交付する。第１次調査に基づく
罹災証明書の交付については、発災後、概ね１ヶ月
以内に完了させるよう努める。

６　罹災証明書の交付
　被害認定調査後、被害の程度が確定した物から速
やかに罹災証明書を交付する。

罹災証明書の交付に関する国の
基本方針に基づく修正

4 2 260 18
（2）義援金の受け入れ・配分
（担当：財務対策部財務班　調査班）

（2）義援金の受け入れ・配分
（担当：財務対策部財務班　調査班　各区本部調査
班）

区本部調査班が廃止されたため

4 2 260 25

（2）義援金の受け入れ・配分　　イ　配分
寄託された義援金については、義援金配分委員会を
組織し、配分計画を決定する。財務対策部調査班は
この決定に基づき、適切かつ速やかに被災者に配分
する。

（2）義援金の受け入れ・配分　　イ　配分
寄託された義援金については、義援金配分委員会を
組織し、配分計画を決定する。財務対策部調査班及
び区本部調査班はこの決定に基づき、適切かつ速や
かに被災者に配分する。

区本部調査班が廃止されたため

4 3 264 47

９　災害復旧事業等に係る工事の代行要請
　特定・・・・・
ア　漁港
イ　道路
ウ　空港
エ　海岸保全施設
オ　公共下水道
カ　河川
キ　農業用施設

９　災害復旧事業等に係る工事の代行要請
　特定・・・・・
ア　漁港
イ　道路
ウ　空港
エ　海岸保全施設
オ　公共下水道
カ　河川

代行要請をする施設の脱漏

4 4 265 22

２　復興計画の作成
(1)　復興計画に記載する内容
カ　地域住民の生活および地域経済の再建に資する
事業または事務　等
キ　復興計画の期間　等

２　復興計画の作成
(1)  復興計画に記載する内容
カ　地域住民の生活および地域経済の再建に資する
事業または事務　等

復興庁　復興整備計画作成のマ
ニュアルの反映

30/32



新潟市地域防災計画〔本編〕　新旧対照表

部 章 節
ペー
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行 改正案 現行計画 理由

4 4 266 19

３　国や県に対しての要請
(2)　特定大規模災害による被害を受け，復興のため
の膨大な業務の発生や～～～関係地方行政機関の長
に対し，当該関係地方行政機関の職員の派遣を要請
する。
(3)　特定大規模災害等による被害を受け，復興のた
めの膨大な業務の発生や被災による行政機能の低下
等によって，復興計画の作成や復興整備事業の実施
等に必要な人員が中長期的に不足した場合，「大規
模災害からの復興に関する法律」に基づき，内閣総
理大臣又は都道府県知事に対し，それぞれ，関係行
政機関又は関係地方行政機関の職員の派遣について
あっせんを求めるとともに，地方自治法第二百五十
二条の十七の規定による職員の派遣についてあっせ
んを求める。

３　国や県に対しての要請
(2)　特定大規模災害による被害を受け，復興のため
の膨大な業務の発生や～～～関係地方行政機関の長
に対し，当該関係地方行政機関の職員の派遣を要請
する。

大規模災害からの復興に関する
法律の反映

5 1 1 269 3 東北電力ネットワーク（株） 東北電力（株） 時点修正

5 1 2 275 3 東北電力ネットワーク（株） 東北電力（株） 時点修正

5 2 1 285 3 東北電力ネットワーク（株） 東北電力（株） 時点修正

5 2 2 290 3 東北電力（株） 東北電力ネットワーク（株） 東北電力（株） 時点修正

6 - 1 299 3 実施担当欄に「環境対策部」を追記する。 （追加）

環境対策部の業務として「５
油等流出事故防除対策（４）－
（エ）－ｃ及びｅ」が考えられ
る
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部 章 節
ペー
ジ

行 改正案 現行計画 理由

6 4 317
（伝達系統図）
現地医療救護所設置

（伝達系統図）
現地救護所設置

時点修正

6 7 327 6 東北電力（株） 東北電力ネットワーク（株） 東北電力（株） 時点修正

6 7 327 22
１（２）東北電力（株）および東北電力ネットワー
ク（株）は

１（２）東北電力（株）は 時点修正

6 7 327 40
２（１）東北電力ネットワーク（株）による応急対
策

２（１）東北電力（株）による応急対策 時点修正
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